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第１回特定複合観光施設（IR）に関する有識者懇談会議事録 

日時：平成 30 年７月 31 日（火）10:00～11:40 

会場：かでる２・７ 1050 会議室 

 

１ 開会 

 

■本間観光振興監 

 定刻となりましたので、第１回特定複合観光施設に関する有識者懇談会を開催させてい

ただきます。私は北海道経済部観光振興監の本間でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは高橋知事より一言ご挨拶申し上げたいと思います。 

 

２ 挨拶 

 

■高橋知事 

 皆さん、おはようございます。大変お忙しい中、本懇談会にご参加いただき誠にありが

とうございます。心から感謝を申し上げます。特にこの暑い暑い札幌に、遠方の東京の方

からお越しいただいた石井委員、稲村委員、西村委員、矢ケ崎委員におかれましては、本

当にお疲れ様でございます。重ねて御礼を申し上げます。 

 ＩＲ、統合型リゾートに関しましては、超党派の国会議員連盟が立ち上がりまして、国

政レベルで導入に向けた検討がスタートしてから８年が経過したところであります。この

間、北海道内におきましても、複数の自治体の方々において誘致を目指した活動が展開さ

れてきているところであり、我々道といたしましても、ＩＲの可能性などについて調査、

検討を進めてまいったところでございます。 

 こうした中、先の国会におきまして、ＩＲ整備法が成立をいたしたところであります。

今後、同法に基づき導入に向けた動きが全国各地で本格化することとなるのではないかと

いうふうに思う次第でありまして、全国各自治体、あるいは民間事業者、これは国内外の

民間事業者の方々でありますが、その動きがさらに活発になるものと推察をするところで

あります。 

 統合型リゾートにつきましては、観光振興あるいは雇用を含めた地域経済の活性化に資

するなど、北海道のさらなる発展の原動力になることが期待される一方で、そこに含まれ

るカジノの設置に関しましては、ギャンブル依存症をはじめとする負の影響について懸念

や不安を抱く方々も多数おられるところでありまして、誘致の判断にあたっては、スピー

ド感を意識しつつも専門家の皆様方の知見を踏まえながら、しっかりとした検討が必要で

あると、このように認識をするものであります。 

 このため、この懇談会におきましては、北海道にふさわしいＩＲのコンセプト、また、



 

2 

 

優先すべき候補地の絞り込み、さらにはギャンブル依存症など社会的影響対策の方向性な

どについて皆様方、各委員からのご意見をお伺いしながら、道庁としての考え方を取りま

とめてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。以上でございま

す。 

 

３ 趣旨説明 

 

■本間観光振興監 

 ありがとうございました。それでは、本懇談会の開催趣旨並びに構成員の皆様をご紹介

させていただきたいと思います。それでは事務局にお願いいたします。 

 

■槇誘客担当局長 

 観光局誘客担当局長の槇でございます。よろしくお願いいたします。それでは座って説

明させていただきます。 

 お手元に特定複合観光施設（ＩＲ）に関する有識者懇談会開催要領をお配りしておりま

すので、そちらをご覧いただければと思います。 

 本懇談会の趣旨でございますが、国が成長戦略の一つとして推進を図っておりますＩＲ

の誘致に関しまして、北海道としての基本的な考え方を取りまとめるにあたりまして、専

門的見地からのご意見を伺うため、本懇談会を開催することにしたものでございます。 

 続きまして、本日ご出席いただいております皆様方のご紹介をさせていただきます。席

順にご紹介させていただきます。まず、石井兄弟社代表取締役の石井 至 様でございま

す。司法書士でＮＰＯ法人ワンデーポート理事長の稲村 厚 様でございます。ＪＡＴＡ

北海道支部長で、株式会社日本旅行北海道代表取締役社長の落合 周次 様でございま

す。札幌国際大学観光学部教授の河本 光弘 様でございます。一般社団法人地域研究工

房代表理事の小磯 修二 様でございます。医学博士で一般社団法人ＲＣＰＧ代表理事の

西村 直之 様でございます。北海道大学大学院経済学研究院教授の町野 和夫 様でご

ざいます。東洋大学国際観光学部国際観光学科教授の矢ケ崎 紀子 様でございます。な

お、本日構成員の一人であります北海道経済連合会常務理事の小林 良輔 様は所用のた

め欠席となっております。 

 

４ 座長選任 

 

■本間観光振興監 

 次に、本懇談会の座長を選任させていただきたいと思います。事前に皆様にご相談させ

ていただいておりまして、一般社団法人地域研究工房代表理事の小磯先生に座長をお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 
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（異議なしの声） 

 

 それでは、座長を小磯先生にお願いすることといたしたいと思います。座長は中央の座

席にご移動をお願いいたします。 

 

５ 議事 

（１）懇談会における主な検討事項について 

 

■小磯 修二 座長 

 ただいま座長を仰せつかりました小磯でございます。よろしくお願いいたします。今知

事の方からもご挨拶がございましたが、今回ＩＲ整備法が成立し、今後本格的な導入に向

けた議論が進められるということで、北海道として誘致に向けてどう取り組んでいくか、

今回知事から与えられたテーマは大変重いというふうに感じております。私自身は地域の

活性化、今は北海道をフィールドに地方の活性化に向けた政策研究活動をしています。こ

れからの人口減少時代、北海道が成長していくために、ＩＲの誘致にどのような効果があ

るのか、またどのような問題があるのか、あらためて丁寧に考えていく場、それがこの懇

談会の意義ではないかと感じております。このような思いで座長役を務めさせていただき

たいと思いますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは早速議事に移りたいと思います。今日は事務局からの資料説明と、説明を踏ま

えた皆様方からの意見交換という流れで進めてまいりたいと思います。２時間の予定とい

うことで、どうぞよろしくお願いします。 

 それではまず議事の１番目であります。懇談会における主な検討事項について、事務局

から説明をお願いします。 

 

■槇局長 

 事務局から説明させていただきます。お手元の資料１をご覧いただけたらと思います。

懇談会における主な検討事項ということで、先ほど知事からの挨拶にもありましたとお

り、道として今後ＩＲに関する基本的な考え方を取りまとめるにあたりまして、資料に書

いております大きな３つの柱に基づいてこの懇談会でご検討いただきたいというふうに考

えております。 

 まず１つ目につきましては、北海道型ＩＲの基本コンセプトについてです。主な論点と

いたしましては、ＩＲ導入の意義・効果、また、ＩＲに求められる機能・施設等について

ご議論いただければと思います。 

 ２つ目のテーマといたしまして、優先すべき候補地についてでございます。主な論点と

いたしましては、優先度を判断する際の目安でございます。現在北海道では釧路、苫小
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牧、留寿都の３地域から名乗りが上がっているところでございまして、その判断をする際

の目安としてどのような点に着目すべきかについて検討していただき、そうした目安を踏

まえた上での候補地等の比較検討も合わせて行っていただけたらと考えています。 

 ３つ目のテーマといたしまして、社会的影響対策の方向性でございます。主な論点とい

たしまして、まず何よりもギャンブル等依存症対策、この方向性についてご意見を賜りた

いというふうに考えています。特に国で今回法案の中で整備されておりますカジノ規制の

実効性確保に向けた取組、また、ギャンブル依存症対策の基本法、これも今回国会で成立

いたしましたが、こうした基本法案に基づく国及び北海道における対策、これをどうして

いくべきか。加えてＩＲ事業者との連携した取組について、そうした観点からのご意見を

賜れればと思います。このギャンブル依存症の他の部分といたしましては治安、組織犯罪

等の対策、また、青少年育成等の対策についても合わせてご議論をいただけたらと思って

おります。 

 この懇談会は、正式な回数は未定でございますが、概ね４回程度の開催を考えていると

ころでございます。本日も含めましてただいま申し上げました３つの柱、それぞれの開催

ごとに検討事項の柱といたしまして、集中的にご議論をいただきたいと思っております。

また、その結果を次回会議の前半でフィードバックしながら道としての考え方としてまと

めていければと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。以上で

ございます。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございました。まずこの懇談会で検討すべき基本的事項ということで、お手

元の資料１に基づいて事務局からご説明がありました。大きく３点、北海道型ＩＲの基本

コンセプト、優先すべき候補地について、社会的影響対策の方向性についてですが、今後

この懇談会での議論の主要事項ということで、このような形で進めていくということの最

初のご提案ということだと思います。このような方向で検討を進めていくことについての

ご意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。あらためて確認させていただき

ます。 

 

（意見・発言なし） 

 

それではこの方向で懇談会として検討を進めていくということで決定させていただきた

いと思います。ありがとうございました。 

 

（２）北海道型ＩＲの基本コンセプトについて 

 

■小磯座長 
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それでは議事の２になります。今ご説明いただきました資料１の一番上ですね、北海道

型ＩＲの基本コンセプトについて、事務局からのご説明をお願いいたします。 

 

■槇局長 

 続いてご説明をさせていただきます。資料２をご覧いただけたらと思います。先ほど申

し上げました検討事項の１つ目の柱でございます。北海道型ＩＲの基本コンセプトについ

てということで、私ども事務局の方で論点を設定いたしまして、関連するデータや資料を

整理したものでございます。順にご説明をさせていただきます。事前にメンバーの皆様方

には資料をお送りいたしておりますので、ポイントをまとめてご説明させていただきま

す。 

 まず資料２の１ページ目から４ページ目まで、ＩＲ導入の意義ということで整理させて

いただいております。そもそもＩＲとは何か、日本型ＩＲの目指すものは何か、こうした

ことについておさらいさせていただけたらと思います。 

先の国会でＩＲ整備法案の審議等がございましたが、そうした中で国民の間ではＩＲ＝

カジノ、というような印象が広がっているところでございますが、ＩＲとは、カジノ施設

と観光振興に寄与する諸施設が一体となって整備されているものでございます。ここを前

提としておきたいということでございます。カジノの位置付けでございますが、カジノ収

益によって大規模な投資を伴う施設の再投資も含めたものでございますが、そうした施設

全体の採算性の一翼を担っていくという関係にございます。それを表したのが（１ページ

の）下の図でございます。こうした基本的な枠組みに沿って国のＩＲ整備法も策定された

わけでございますが、２ページ目に国が目指している日本型ＩＲの概要について掲載して

おります。日本型ＩＲが有すべき中核的機能として、ＭＩＣＥ、宿泊機能、ゲートウェイ

機能、ショーケース機能、この４つを中核的機能と位置付けて、これらを原動力として

2030年までに外国人旅行者数 6,000万人、外国人の旅行消費額 15兆円という、こうした

高みを目指すためのエンジンとして位置付けているということでございます。 

続きまして３ページ目になりますが、諸外国におけるＩＲの展開例ということで、４つ

の地域における代表的な事例を掲載させていただいております。これらは４つの有名なＩ

Ｒでございますが、開発費用、あるいはホテル、会議室、展示場、様々な規模がございま

すけれども、いずれの施設も日本にはまだないか、あっても有数の規模のものが一体的に

整備されていないという状況がございます。これらに加えて、例えばシンガポールのマリ

ーナ・ベイ・サンズでありますと、ランドマークとなっております地上 57階の屋上にあ

るプールですとか、同じくシンガポールのセントーサでありますと、ユニバーサル・スタ

ジオとのドッキング、あるいは世界最大級の水族館といった集客機能を、趣向を凝らして

一体的に整備して成果を上げているという状況になってございます。 

続きまして、ＩＲ導入の効果ということで、私ども北海道にとってどういう効果が期待

されるかということを、いくつかの点に絞って整理をさせていただいております。特に観
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光面に着目した整理でございまして、まず４ページ目でございますが、国内外からの観光

客の受入れを拡大するためのツールとしてＩＲの可能性を整理してございます。北海道で

は、インバウンドは堅調に増加しているところですが、国内客は残念ながら横ばい状況に

なってございます。今後さらなる観光客誘致の施策を進めていくためには、やはりこれか

らもインバウンド市場の拡大は軸に据えなければならないのですが、国内誘客についても

力を入れて、特に他地域との競争力強化をつけていかなければならないという課題がござ

います。そうした中で、これまでにはない日本を代表するような観光資源を北海道におく

ということで、観光需要を飛躍的に拡大できる可能性もあるのではないかということでご

ざいます。 

続きまして５ページ目と６ページ目、これは北海道特有の課題でございます、季節格差

についてでございます。下段のデータにもございますとおり、国内客は夏が繁忙期でござ

います。反面、外国人観光客はどちらかというと冬に集まっている傾向があることから、

春季、秋季が北海道の観光の端境期になっているところでございます。観光需要の通年の

安定化を目指すということが観光産業の安定化にも繋がるのではないかということで、私

ども道庁も長年これを課題として様々な施策を打っておりますが、ＩＲというものはまず

ＭＩＣＥ機能を持ちますと季節変動が少ないということが利点として挙げられます。ま

た、エンターテイメント施設についても四季の魅力を活かしながら通年で観光客に来てい

ただくような工夫もできるのではないかということで、位置付けているところでございま

す。 

地域偏在の解消も大きな課題でございます。札幌市をはじめとする道央圏に観光客が集

まっている状況で、他の地域と比べて格差が拡大傾向にあるということで、これについて

は道内全体の振興という面からパイを大きくしていかなければならない。国が位置付けて

いるＩＲというのも、送客機能を大変重要視しております。ここについてもＩＲを拠点と

いたしまして、全道に送り込むような機能を持たせることで、こうした課題も解決できる

のではないかというふうに考えております。 

また、これらの課題とかなり類似する部分がございますが、観光消費額についても、北

海道はこれから伸ばしていく必要があると考えております。特に消費額の単価が高いイン

バウンド、あるいは道外の観光客を伸ばしていくことで、全体の観光消費額も増えて道内

経済の活性化にも結びつくということであります。ＩＲについてはビジネス客、インバウ

ンドという部分も非常に大きい要素になりますので、そうしたターゲットを絞った誘客も

可能になります。また、長期滞在や周遊型の観光によって、一人あたりの単価を伸ばして

いくことも、ＩＲを通じて政策として可能になるのではないかと考えております。以上、

観光面からの効果を整理したものでございますが、こうしたものの裏付けとしてシンガポ

ールの例を載せておりますけれども、例えばシンガポールでは、2010年に２カ所のＩＲを

導入したわけでございますが、その前後を比較いたしますと、2014年の数字でございます

が、外国人旅行者数は 2009年比で 156％、消費額は 186％、また、国際会議の件数は
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123％、いずれも右肩上がりの堅調な伸びを見せているということで、ＩＲ導入後の効果

も発現されていると見てとれると思います。 

定性的な効果についてご説明申し上げましたが、続きまして、定量的な数字を用いてど

ういった効果があるということも大ざっぱではございますが、私どもの方も整理してござ

いますので、その状況についてご説明申し上げます。 

９ページにございます資料については、昨年度ＩＲ事業者から事業提案を募集いたしま

して、そこで出された主な事業者からの提案内容について概略を掲載しております。まだ

北海道自体のコンセプトが明確ではないもので、事業者の考え方によって大きな開きがご

ざいますが、初期投資で言いますと 1,000億から 3,000億円ほどの投資規模が見込まれて

いるということ、また、それに伴い数千人の規模で新規雇用が見込まれているというよう

な形で、こうした数字を見ましても直接、間接の効果が期待できるのではないかというこ

とでございます。 

続きまして 10ページでございます。私どもはＩＲ事業者に対するＲＦＣと平行して道

自らも調査会社に委託し、需要予測を実施してございます。具体的な施設の規模、内容に

ついて設定したわけではありませんので、漠とした数値ではございますが、ある程度海外

のＩＲの運営状況などを参考として、試算をさせていただきました。その結果、道内の誘

致を目指している３地域で言いますと、苫小牧市が訪問者数、売上高についても最も高い

数字が表れているところでございます。こうした数字について前のページと比較していた

だいても、そんなに大きな乖離はないということで、ある程度の経済的効果がＩＲ導入に

よって期待できるのではないかということも、ここで見て取れると思います。私どもＩＲ

を誘致する場合は、より精緻な経済効果も今後算定していく必要があると考えております

ので、そうした部分についてもご助言をいただければと思います。 

続きまして 11ページになりますが、ＩＲ誘致に伴う税収効果です。これは私ども自治

体にとっては非常に大きな部分でございますが、先ほどの需要予測に沿って国が今設定し

ております納付金額、入場料額などが都道府県の方にどれくらい落ちてくるのか、そうし

たものを試算したものでございますが、これについても最も需要の多い苫小牧市を例にし

ますと、納付金額が年額で 145億円、入場料額と合わせると 200億円以上になります。私

どもにとっては、安定財源として継続的かつ計画的な支出に回せるというメリットもござ

います。タイトルに書いてございますが、例えば使途といたしましては、ＩＲと共に北海

道全体のプロモーション、受入環境づくりの強化にも繋がるような施策、あるいはハード

面から、全国、全道への送客機能を高めるための二次交通を充実させる。これがひいては

道民の生活の利便性確保にも繋がるということでございます。また、懸念されております

ギャンブル依存、既存のギャンブルも含めた総合的な対策の財源としても活用できるだろ

うと、こうした形で整理しておりますが、これについてももっと深く検討していく必要が

あると考えておりますので、ご指摘いただければと思っています。 

続きまして 12ページは、負の影響についてでございますが、ＩＲ導入に対して非常に
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国民の間からも懸念あるいは不安をもたれておりますギャンブル依存症、治安、青少年健

全育成、こうした部分をどのようにクリアしていくかということがＩＲを誘致する場合に

は非常に大きな課題になると理解しておりまして、今回のＩＲ整備法案でも様々なカジノ

規制が取られております。ここに概略は載せてありますが、こうした効果についてもまだ

様々なご意見があるというふうに認識しておりまして、そうした懸念をどういう形で、説

得力のある形で対応策を打ち出していくかということも、今後私どもの基本的な考え方に

しっかりと反映させる必要があると考えております。今回コンセプトではこの程度の整理

にとどめさせていただいた上で、また、回を改めてこの懇談会において検討を深めていけ

ればと考えてございます。 

ＩＲ導入の効果についてのまとめでございますが、私ども北海道では、「北海道観光の

くにづくり行動計画」の中で、2020年までに外国人観光客 500万人、観光消費額２兆円と

いう高い目標を設定しておりますが、このＩＲを整備することによって 2020年以降のよ

り高い目標への原動力としても、ＩＲには可能性があるのではないかというふうに思いま

す。それがひいては国が目指す観光先進国の実現にも貢献できるのではないかというよう

な整理をさせていただいております。 

次のページには、先ほど申し上げました国の目標を掲載してございます。こうした部分

も見ながら、北海道にどのようなＩＲを誘致すべきか考えていきたいとういうふうに思っ

ています。 

続きまして、15ページ以降は、ＩＲの効果を具体化するためにどのような機能、施設が

求められるかということで整理をさせていただいております。まずＩＲには多様な施設が

一体的に整備されるもので、様々な利用客が想定されるということで、やはりターゲット

を明確にした戦略が必要ではないかということで、今回ターゲットの種別によって表を整

理させていただいたところでございます。 

横軸でＩＲの施設の種別、縦軸には客層という形で整理させていただいておりますが、

このゲーミングカジノについては、やはり私どもも海外の例を見ましても、インバウンド

のＶＩＰ層が少ない、ほんの一握りの客がＩＲの３分の１程度の売上を占めているといっ

た実態もございますので、できるだけこうした形で海外のＶＩＰ層をターゲットにした誘

致を手がけていくと。当然、他の客層についても健全な形でゲーミングを楽しんでいただ

くこともあって良いと思いますが、やはりターゲットとしてはこういう方達で設定できる

のではないかなと思います。また、ノンゲーミングの分野で言いますと、ＭＩＣＥ施設に

ついてはそれぞれインバウンド、国内、道外、それぞれの方々がビジネスの面で利用でき

るような施設を志向していくということです。その他のエンターテイメント、宿泊、商業

施設につきましても、それぞれの客層のニーズに応じたようなものを志向していく必要が

あるのではないかと整理をさせていただいています。 

続きまして 16ページでございますが、私ども北海道が目指すＩＲということで、北海

道の強みや特性を活かしていくという視点と、他地域との差別化を図っていくということ
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が大切だと考えております。そうした観点からどのような視点を求めるべきかということ

で、まず北海道はニセコも昨今世界から注目を浴びておりますが、アジア随一のウィンタ

ーリゾートとしての地位を築きつつあります。また、アイヌの文化、あるいは縄文の文化

といった他にはない独自の文化というのもございます。そうしたものもセールスポイント

として活用できるのではないかということでございます。また、資料の右側にあります

が、明瞭な四季と雄大な風景、日本の他の地域にはない魅力があり、何よりも豊かで安

全・安心な食という、これらの４つの視点を大切にすべきではないかということで、整理

をさせていただきました。 

次のページでございますが、外国人観光客の指向についてでございます。本道に訪れる

外国人観光客がどのようなニーズを持っているかと申しますと、やはり自然観賞ですとか

温泉・保養、食、そうしたものが大勢を占めているわけでございますが、９番目にありま

すとおりスキー・スノーボード、これらについても大変最近注目を浴びているところでご

ざいます。やはり北海道が他の地域と差別化を図るためには、自然環境や積雪寒冷という

北海道特有の資源を大切に使っていくということが、アジアの中で他にはないＩＲの実現

にも繋がるのではないかというふうに考えているところでございます。アジアを見渡す

と、ＩＲの多くは暖かい地域に立地してございますので、そうした地域との差別化も図れ

るのではないかと思います。 

続きまして、18ページになりますが、もう一つの視点として、ナイトライフ、ナイトエ

ンターテイメントに力を入れる必要があるのではないかと考えております。国内において

も、観光庁が調べたデータでございますが、やはりナイトライフという点に外国人観光客

が不満を持っているということです。また、北海道でも同様の課題がございまして、昨年

私どもが調査をした結果、やはり夜の観光が非常に少ないということで、不満を持ってい

るという結果がヒアリングの中でも伺えます。 

下段に方向性について記載をしておりますが、北海道ならではのナイトライフというこ

とで、昨今道内では、夜に着目した観光資源の開発ということも進んでおりまして、例え

ば今年の冬に 150年事業の一環として行った赤れんがプロジェクションマッピングがござ

います。アイヌの歴史をテーマにしたプロジェクションマッピングですが、これについて

も特に外国人観光客から非常にご好評をいただいたところでございます。また、釧路の阿

寒湖周辺で、「フォレスト・ルミナ」という、カナダの夜の森を歩く体験型テーマパーク

などを参考にした、新しいコンテンツが計画されているところでございます。こうした北

海道ならではのコンテンツを基本としながら、海外におけるＩＲでスケールや娯楽性を意

識したものを融合させていくというのが一つの方向性だろうと考えてございます。 

19ページは代表的な事例ということで、前段でご報告させていただきましたが、それ以

外の地域性の豊かなＩＲというものもございます。そうしたものも参考にして、今後北海

道ならではのＩＲについて検討していく必要があるということでございます。 

また、20ページをご覧ください。私どもが先ほど申し上げましたＩＲ事業者からの事業
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提案をいただいた際に、ＩＲにどのようなコンテンツを盛り込んでいくかということも合

わせて調査しております。例えばＡ社で申しますと、自然を体験できる国内外の施設であ

りますとか、夜のライブエンタメ施設など、先ほどご説明した方向性に沿った内容もご提

案いただいておりますので、今後私どももコンセプトをより明確にした上で事業者との対

話の中からより明確な施設や機能の検討をしていく必要があるというふうに考えておりま

す。 

さらに、21ページ、22ページでございますが、北海道におけるＩＲの導入効果を北海

道全体に波及させるということが非常に大きなテーマとなっておりますので、ここについ

ては私どもも力を入れていきたいと考えております。また、2020年から 2030年にかけて

非常に観光振興に繋がるダイナミックなプロジェクトが北海道各地で展開されるというこ

とになっております。特に民族共生象徴空間は 2020年４月に開業が予定されておりま

す。また、道内７空港の民間委託につきましても、同年の１月に予定されております。こ

うしたダイナミックな動きにＩＲがどう連携してプロジェクト相互の融合を図れるかとい

うことも、懇談会の中でご意見いただければと考えております。 

最後の 23ページになります。これはまとめでございますが、私どもは今後ＩＲに関す

るプロジェクトを検討していく上で、国が想定しているものを基本に位置付けなければな

らない。それにプラスして北海道独自の施設、機能をどういう形で整備するのかというこ

とを踏まえて、国内外からの誘客推進、あるいは満足度の高い滞在型観光が提供できるよ

うなＩＲ施設の方向性を検討していきたいと考えております。長くなりましたが、説明は

以上でございます。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございました。今日は第１回の会議でございますので、今事務局の方からご

説明いただきました北海道型ＩＲの基本コンセプトということで、どのような特性を活か

しながらＩＲを誘致していくかということと、加えて皆様方のＩＲに対する基本的なお考

えも含めて、それぞれご意見をいただければと思います。 

 

■石井 至 氏 

 槇局長からご説明いただいたとおり、まさにこのようなことが望まれるのであればと思

います。私はインバウンド観光推進という立場で、ＩＲには賛成です。ＩＲがインバウン

ド観光のさらなる起爆剤になるのではないかと期待しているところですが、実際のとこ

ろ、ＩＲは全国で３カ所程度ということになり、北海道が手を挙げても競合のエリアも手

を挙げるであろうし、競争の中で選ばれるということになりますので、世界のＩＲやカジ

ノ事業者の中で日本に興味がある事業者は無限にあるのではなく、せいぜい 10社程度だ

と思うんですけれども、そうすると本当に北海道の３つの自治体と手を組んでやってくれ

るのかどうか、懸念しているところです。 



 

11 

 

 せっかくこうした有識者会議を設定していただきましたので、具体的に手を挙げていら

っしゃる地域の方や、あるいはその地域の方とお話ししている事業者の方々の今のお考え

やご提案内容を聞く機会を設けていただけると大変ありがたいというふうに思います。以

上です。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございました。実際の事業者や地域の声を聞く機会というのは、この会議で

はあるのでしょうか。 

 

■槇局長 

 皆様にお諮りしたいと思いますが、第２回で候補地の検討をさせていただくことになっ

ておりまして、まだ調整中ではございますが、自治体の関係者の方々をお招きしてそれぞ

れのお話をお伺いできればと考えています。 

 

■稲村 厚 氏 

 稲村です。私の立場ではギャンブル依存の分野という立場で参加させていただいている

ので、若干最初に発言するには不適切かなと思いますが、詳しくは社会的な負の部分をど

うするかというところからお話しさせていただきます。私は 18年ほどギャンブル依存の

対策に携わっておりますが、特に既存のギャンブル依存の方々の問題としては、余暇の使

い方の問題があるんですね。土日を中心としたちょっと贅沢な余暇と、日常的な余暇を充

実させる、あるいは別の趣味を充実させるような対策がないことには、実はギャンブルだ

けをやめて済む話ではないということを、一番伝えたいです。 

 私としての期待は、ＩＲもしくは観光立国というものを目指した取組が普及していくこ

とによって、日常的な余暇について道民をはじめ国民全体でもっと議論できるような場が

できてくると良いというふうに考えています。 

 先ほどのお話の中で、私が非常に注目するのは（資料２の）18ページのナイトエンター

テイメントの実践あたりのところをもう少し普及させると、ＩＲに来る人たちだけではな

く、一般的な方々も参加できる、もしくはＩＲだけではなく、北海道日本ハムファイター

ズもそうですけれども、プロスポーツのイベントを誘致する、それから例えば前回のオリ

ンピックでいえばカーリングですよね。実は私は個人的には数年前からずっと、冬になる

とサロマ湖のカキを食べに夫婦で行っていてあの地域のファンなんですね。ところが行く

と今はガラガラで、逆に言うと我々が行くとすごく楽しいんですけれども、せっかくあん

なに良いところなので、しかも極めてきれいなカーリングホールがあって、今は世界にも

認められている、国民が注目するという話になれば、カーリングのようなスポーツをもっ

と普及させていくとか、道民の方が日常的に練習をする文化にしていくとか、そうしたこ

とが実は巡り巡って 10年後にはギャンブル依存の問題の解決に繋がってくるのではない
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かと考えておりますので、是非そのような観点を入れた議論をしていただけるとありがた

いなと思っています。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございます。 

 

■槇局長 

 申し遅れましたが、昨日の読売新聞の朝刊に稲村先生の取材記事が掲載されてございま

す。先ほど先生からご発言があった内容に関して掲載されておりますので、ご覧いただけ

ればと思います。 

 

■落合 周次 氏 

 ＩＲについてですけれども、ＩＲの規模を大きくするためにはどうしてもカジノをつく

ることになりますが、私は賛成の立場です。 

ずっと言われていることですが、北海道の人口は今後も減少し、2030年くらいになると

労働力人口が現在と比べて 50万人以上減少するということで、少しでも観光でカバーし

ていくという形の、一番良い方法が今考えられるのはカジノを含むＩＲではないかなと考

えています。その中で、北海道という地域の広いところで、ＩＲのホテルの規模などが大

きくなれば、そこから出発する道内ツアーができます。例えばラスベガスなどでは、普通

にラスベガスで３泊くらいカジノをして、それからホテルに荷物を預けたままグランドキ

ャニオンなどを観光するということが現実にあります。ＩＲにカジノだけが目的でいらっ

しゃる方はデータ上では１割くらいです。そうしたことも含めて皆様も私どももそうです

けれども、ＩＲのマイナスの部分だけではなくプラスにとらえ、ＩＲのある北海道が盛り

上がれる方向に持って行けるようになればと思います。以上でございます。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございました。それでは河本さんお願いします。 

 

■河本 光弘 氏 

 先ほどのご説明の中にあった「北海道観光のくにづくり行動計画」において、計画づく

りに携わらせていただいた関係で今回の懇談会に参加させていただけたのかなと思ってい

るところです。その行動計画をつくる時にも思っておりましたのは、道民全体で計画を推

し進めないといけないということです。今回のＩＲも同じだと思うのですが、一部だけが

ＯＫを出してという形ではなく、やはり道民の理解と道民が一緒にやっていこうという心

づもりがないとうまくいかないのではないかと思います。そのためには、情報をオープン

にしていくことと、資料ではあまり触れられていなかったのですが、一次産業にしても二
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次産業にしても、色々なかたちで道内産業がＩＲに関わっていけるような、できるだけオ

ープンな形にしていかなければならないと考えます。そして、それらの情報公開とチェッ

ク機能をうまく使いながら、道民全体としてＩＲを支えていく、そして盛り上げていくと

いうようなところが出てくれば、ＩＲを誘致するにしても成功に導くことができるのでは

ないかと思います。 

 また、北海道の特性として四季がはっきりしていることは、観光において色々な自然の

魅力があるわけですが、逆に言うと天候変動の問題や豪雪や豪雨が降ったら北海道の魅力

を発揮できないことにもつながるわけで、そのあたりもＩＲの多様な魅力でカバーするこ

とが可能となるのではないかと思います。 

今の道内の観光の消費額も、今後中国の動向によってはどうなるかわからないという懸

念もありますので、観光消費額を維持し高めていく上でも、是非とも道民の理解を得なが

らＩＲを推し進めていくことが望ましいと思っています。以上です。 

 

■小磯座長 

 どうもありがとうございました。道民の方々がＩＲに積極的に関われることは、北海道

型ＩＲを構想するにあたって大切なことだと思います。 

 

■西村 直之 氏 

 西村です。リカバリーサポート・ネットワーク代表理事という肩書きがありますが、リ

カバリーサポート・ネットワークはパチンコ依存問題の電話相談機関で、もう一つの一般

社団法人ＲＣＰＧの方が基本的にはギャンブル依存症対策について総合的に発言する際の

肩書きとなっておりますので、今回はそちらの立場でお話をさせていただきます。 

 私の本業は精神科の医者です。四半世紀ほど薬物依存、アルコール依存の当事者の支援

しております。その流れで 13年前からパチンコ依存問題の電話相談、民間の専門ダイヤ

ルをつくりまして、現在までに約２万 8,000件、年間約 5,000件の相談があり、そのうち

80％が本人からの相談です。こうした電話相談ダイヤルは日本に１カ所しかありません。

その対策を通して色々なことが見えてきます。 

 今回ＩＲの話については、基本的にはＩＲに賛成も反対もなく、何らかの社会的な変化

があるのであればその影響を最小限に食い止めるということと、それともう一つは何らか

の大きなイベントがある時には、それが現在まで対策が十分に打たれていない場合は新た

な対策を行うきっかけとなるということが、非常に大事なことだと思います。国会の参考

人としてもお話をさせていただきましたが、そもそも現代型の依存問題というのは、産業

革命が起き、都市に人が移動することで起こってきた。そして、今回のような大きなまち

づくりでは、依存問題というのはギャンブルに限らず避けて通れません。その一方で、都

市化によって今の現代医療ができあがって人が助かるようになりました。それまでは狐憑

き、狸憑き、悪魔憑きの世界だったのが、やっと現代医療へと変わっていったと。 
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科学技術の進歩や産業の発展と依存問題というのは常に背と腹の関係で、このジレンマ

を実はもうずっと医療も解消できないままでした。これが大きく変わったのは、実は皮肉

なことにカジノが世界に広がっていったことで、特にＩＲの対策がこの 20年間かなり大

きな変化を起こしていて、依存対策が新しい段階に入り、産業の発展と、街の中で起きる

依存の問題のリスク対策がやっと一つの戦略的なパッケージになってきたということがあ

ります。世界最高水準のＩＲにおける依存対策ということを日本は言っていますが、依存

問題というのはどちらかというと消去法で「なければいい」という話になりがちです。一

方、海外のＩＲを実施しているところでは、依存対策は地域の文化コンテンツになってお

り、これ自体がビジネスコンテンツになりつつあります。つまり、依存対策はその街の作

った文化であり、それを他の地域に売るというレベルになっています。そのベースとなる

のがやはり事実や科学性というきちっとしたデータ、エビデンスに基づいた対策です。こ

のような新たな段階の対策プログラムを、ＩＲをきっかけにどこの自治体がつくれるのか

ということが、私にとって非常に大きなライフワークですので、そうした視点で関わらせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

■小磯座長 

 どうもありがとうございました。ＩＲを契機に、依存対策という文化コンテンツをつく

るということに北海道としてどこまで挑戦できるのかという、大変重い、経済面以外から

の大切な問題提起でございます。ありがとうございました。それでは次に町野先生にお願

いします。 

 

■町野 和夫 氏 

 色々なところで北海道の自然などをＰＲされているところですが、カジノには依存症な

どのマイナスイメージもありますし、イメージという点も気にした方が良いかなと思いま

す。例えば北海道の自然環境を求める人とカジノに行く人とでは客層が違いますし、前者

はカジノのイメージがあると少しマイナスになるかもしれない。経済効果についてはより

詳しく分析されるということなので、そうした点も加味して効果を考えるという必要もあ

るかなというふうに思いました。他に細かいところは色々とありますが、一番気になった

のはその点です。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございました。それでは矢ケ崎先生、お願いします。 

 

■矢ケ崎 紀子 氏 

 東洋大学国際観光学部の矢ケ崎と申します。専門は観光政策ということになっておりま

すけれども、観光について幅広く分析等をしております。 
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ＩＲにつきましては私自身も賛成とか反対とかそういうことは一切なくて、観光振興を

行う上での重要な手段の一つであるというふうに思っております。ですから、手段をどの

ように上手に使うのかということに地域の皆様方の知恵を結集した上で、北海道らしさ、

ここにしかない、世界最高水準、それからもう一つのキーワードとしては、必ずコントロ

ールされているということが大事だなというふうに思っております。これをガバナンスと

言い換えてもいいですし、将来ビジョンに基づいてしっかりとした制度的な対策がとられ

ていて、最終的な Win-Win、Win-Win、Winがいくつあるかわかりませんけれども、そうし

たところを目指すという意味でのコントロールです。 

観光の良いところはスリルや冒険、自然のラフティングなどを味わうのですが、そうし

たものに対してコントロールされたスリル、管理された中で最大限に楽しむというよう

な、ある意味安全性を想定されたプログラムの中でしっかりと時間を楽しむといったよう

な性質がありますので、そうした点をしっかりと押さえていただければと思う次第です。

そのためには丁寧で科学的な検討が必要になってくると思いますし、私自身は何より世界

に誇れる無形の、非常に大事な資産であります「北海道ブランド」を見据えたときにどう

あるべきか、という点についてもしっかりと検討していけたらと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

■小磯座長 

 各構成員の皆様から基本的なご意見をいただきましたが、知事がそろそろ退席されます

ので、皆様方のご意見について感想をお願いします。 

 

■高橋知事 

 ありがとうございます。それぞれのお立場、大変お忙しいところご臨席賜り、またご発

言も興味深いことばかりでございました。あらためて御礼を申し上げます。 

 メリットというか、ＩＲを導入する効果ということについて、一つ申し上げたいと思い

ます。もとよりこれから人口減少を迎える北海道にあって、交流人口を増やす観光振興と

いう力の効果が大きいわけでありますが、先ほどの局長からの説明をもう少し私なりに噛

み砕きますと、北海道は他地域と比べて、季節変動のお客様の格差、季節格差があり、そ

この雇用が安定しないというのが北海道の問題であります。加えて、道内産業構造の中で

観光のウェイトが大きいがゆえに、全体としての非正規労働者の問題が北海道の大きな雇

用問題であるという認識を強く持っているところでありまして、そうした意味で入り込み

時季の平準化がされるというふうに想定される屋内型の統合的なリゾートというものが、

北海道として道民の前向きに検討する余地というか、ポイントの一つになるかなというの

が、私個人としてのもともとの思いでございました。 

 それから、依存症につきましては、これからのご議論の中で、国会で成立したギャンブ

ル依存症対策、あるいはそれをさらに国として肉付けをしてくると思います。その内容を
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踏まえた上で、さらに道内として先ほどの収入の活用方法とも関わってくるわけでありま

すが、プラスアルファのギャンブル依存症対策というのは可能なのかどうか。例えばその

ために条例を新たに制定するなり、スキームづくりというのがあり得ると思いますが、全

国的なこの問題の権威にご参加いただいておりますが、そういう議論も是非していただけ

ればというふうに思う次第であります。 

 それから、収入の活用の用途として、もとより観光でありますので観光政策に使うとな

りましたが、そこからやや派生して、道内の交通ネットワークへの活用、（資料２の）11

ページですね、色々なゲーミングによる、私ども行政に対する収入の活用の在り方という

こともぜひご議論いただければということも思った次第であります。 

 余暇の使い方という話がありまして、カーリングホールは確か私の記憶では、今までは

あまりお客さんが来なかったので、夏は使えなかったんですね。やっぱり冷房などのコス

トもかかるし、それが今回の平昌五輪もあって少し入り込みが良くなってきたので通年で

使えるように、真夏でもたぶんあそこでカーリングを楽しもうと思えばできるようになっ

たというふうに理解しております。やっぱり相乗効果ですよね、良い効果がひとつある

と、さらにそれを盛り上げることができる、そして先生も仰っていた余暇というものの幅

が、ボールパークも北広島市が頑張っておられますけれども、広がってくれたらなという

ふうに思うところであります。 

 それから「依存症対策は文化コンテンツ」というのは大変名言だと思いました。私もさ

らに勉強させていただこうと思います。本当にこれからよろしくお願いいたします。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございました。今後議論を進めてまいりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

■高橋知事 

 大変お世話になります。ありがとうございました。 

 

（高橋知事、退席） 

 

■小磯座長 

 皆様方から、基本的な検討会議に臨む視点などを含めてお話をお伺いしました。この

後、第１回のテーマは北海道型ＩＲの基本コンセプトということで、さらに議論を深めて

いければというふうに思っております。 

私の方からも一委員という立場でお話しできればと思います。今回ＩＲ整備法が成立

し、具体的に各地で誘致の動きがあり、そういう流れの中で今北海道として検討するとい

うことですけれども、ＩＲ整備法について政策研究という立場から申し上げると、一つは
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インバウンド観光という、人口減少の中で大変厳しい地域が外からの観光客の消費によっ

て地域経済の活性化を図っていこうという、そのために起爆剤となる、大きな消費をもた

らす集客施設というものをしっかり準備していくという流れと、そのための施設投資とい

うのは国ではなく、巨額の民間の投資を組み入れていく収益面の原動力としてカジノを想

定するという、この２つの政策を同時に制度設計したということが、今回の日本における

ＩＲ整備法案の一つの大きな特徴だと思います。実はこの２つのものを一緒にしたがゆえ

の議論の混乱があって、北海道として地域の立場で冷静にこの問題を議論していくために

は、観光政策としてしっかりとした集客や消費を高めて北海道の持続的な経済発展に結び

つけていくという部分と、その原動力として収益面を確保するためのカジノ、そこの部分

をどういう形で、既にご意見があったと思いますが、決してマイナスだけではなくプラス

にとらえていくという視点もあっていいかと思います。ただそこをきっちりと地域の特性

を踏まえて、科学的な分析によって議論を進めていくのが大切ではないかと感じていま

す。 

 さて、これからは順番ではなくフリーディスカッションの形で進めていきたいと思いま

すけれども、北海道型ＩＲの基本コンセプトについて、ここをぜひ明確なものにしていく

ために、例えば北海道庁として今後こういう作業が必要だとか、こういうデータが必要、

それから先ほど槇局長からもご説明があった、実際のデータについても少し掘り下げたご

質問や、幅を広げたご質問をいただければというふうに思います。これ以降はどなたから

でも自由にご発言いただきたいと思います、いかがでしょうか。 

 

■落合氏 

 ちょっと質疑いいですか。 

 

■小磯座長 

 はい。 

 

■落合氏 

11ページの導入効果の右下なんですが、カジノ行為粗収益（ＧＧＲ）の 15％及びカジ

ノ管理委員会経費負担額、認定都道府県等納付金（ＧＧＲの 15％）の納付とありますが、

要は 30％吸い上げられるということでしょうか。 

 

■槇局長 

 国と地方が折半するという。 

 

■落合氏 

 上の表に入っている数字は、道に入る分ということでしょうか。 
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■槇局長 

 ええ、×15％、×3,000 という部分ですね。元となる数字がおおざっぱでございます

が。 

 

■落合氏 

 公営ギャンブルは競馬でも何でも持って行かれるので、まあバランスはどうかな。 

 

■小磯座長 

 ご意見でもご質問でも結構です。 

 

■矢ケ崎氏 

 質問をさせていただきます。15ページのところなんですが、この図はわかりやすくて良

いと思います。ターゲットのところで、インバウンド、道内、道外ということで、大きな

くくりになっていると思うのですが、インバウンドのターゲットについてもう少し内訳を

お考えになっていらっしゃいますでしょうか。例えば観光客、ビジネス客の利用ベースの

割合ですとか、大体近くのアジアから来るのかなとか、そういうようなところを少しお願

いします。 

 

■槇局長 

 まだそこまでは我々も整理しておりません。やはり今後ＩＲを誘致する場合、国のプロ

セスに基づきますと、実施方針という中でそれぞれのＫＰＩの設定、インバウンドのどう

いう層をどういう形で呼ぶというところまで踏み込んで議論していかなければならないと

思いますので、今後深めていきたいと思います。例えば資料に赤で囲んでおります海外の

ＶＩＰ層、ゲーミングでいいますと、やはりメインとなるのは中国大陸からの富裕層でご

ざいます。今はマカオですとかシンガポールに行っているようなＶＩＰの方をどうやって

北海道に振り向けていけるのか、そういった部分もございますし、ＭＩＣＥでいうと、こ

こにありますそれぞれのビジネス客というふうに書いているんですけれども、今後どうい

うＭＩＣＥ施設をつくっていくかという議論と、もう少し絞って国際会議を重視するとい

う部分に着目するのか、もっと小さい国内の会議も含めたものを誘致するのか、色々な議

論があると思いますけれども、そこは導入する施設の規模ですとか、そういったものとセ

ットで考えていけたらと思います。 

まだ、我々としてはこうした大ざっぱな区分で整理をしている状況でございます。 

 

■矢ケ崎氏 

 ターゲットがなんとなくわかると、誰と競合するとか、どこと違うものをつくって勝ち
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残れるのかとか、北海道らしさはどこに効くのかといった議論ができ、このあたりの分析

が基本になっていくというふうに思います。 

また、後でお話しさせていただければと思いますが、ＭＩＣＥに関する分析がやはり少

し弱いような気がいたします。ＭＩＣＥの部分もしっかりつくっていかなければいけない

と思います。道内で札幌が担っているＭＩＣＥの機能とどのように役割分担をするのかと

か、プラスアルファで国際会議をしっかり取っていけるような中身があるのかとか、そう

いうことも大変重要で、ＩＲですので、全体を見るとちょっと検討すべき事項が残ってい

るかなと思いました。以上です。 

 

■槇局長 

 道のＭＩＣＥ誘致戦略というのは一昨年につくっておりまして、今回資料はお持ちして

おりませんが、やはり道内会場の規模にいたしましてもやはり国際会議を呼べるような規

模でありますとか、そういったものはなかなかないという状況でございますので、まずは

そういった大規模な汎用性のあるようなものをＩＲの核として持つ必要があるかなとは思

っております。それと、札幌市が今計画している国際会議場は大体 5,000人規模というふ

うにいわれておりますが、それができた時のＭＩＣＥとの関わりという部分ももちろん整

理していかなければならないと思います。今のところは道内にある小規模であったり、そ

れぞれの地域色のあるＭＩＣＥ機能を我々北海道で地域連携でどうやって誘致をしていく

か、そういった戦略は持っておりますが、その戦略の中に今後ＩＲの中にあるＭＩＣＥと

いう機能と、道内各地とのＭＩＣＥとの連携ですとか、そういったものも打ち出していく

必要があるのかなというふうに考えています。 

 

■小磯座長 

 ＭＩＣＥは今回の検討会議の中でも中核となる取組で、北海道としての戦略はどうなの

か、その中で今回ＩＲという統合型の位置付けはどうなのかというところ、ある程度全体

の位置付けというのがわかるような形で示されれば、議論もよりスムーズに進むのではな

いかと思います。 

 

■矢ケ崎氏 

 色々なところを拝見しておりますと、ＭＩＣＥの要素がちょっと忘れられているのかな

と思うようなものがありますね。非常に重要な部分であり、ＩＲの中でＭＩＣＥの部分が

しっかり構築されていないと何のためにやるんだというところがございますので、ぜひマ

ーケット分析をして頂けたらと思います。国際会議自体はそんなに需要が満ちあふれてい

るような市場ではありません。既にパイの取り合いになっている市場の中で、どのような

プレゼンスを新しいＩＲが持つのかというところも含めて考えていただければいいなとい

うふうに思っております。以上です。 
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■町野氏 

 比較の部分で、シンガポールやマカオと比較されていますが、アジアの中での比較して

いただきたいところとして韓国があるのかなと思います。今のお話でもそうですが、例え

ばソウルの空港の近くに大きな新しい建物ができていますし、そういうところとの差別化

という話も議論できるように今後資料をそろえていただければありがたいと思います。も

ちろん国内の有力なライバルとの比較についてもお願いしたいと思います。 

 

■西村氏 

 依存対策については、別立てでワーキングチームを立ち上げるのですか。 

 

■槇局長 

 この検討会の中で別に回を設けて集中的に少しやらせていただきたいと思います。 

 

■西村氏 

 というのは、他のことについては実際にＩＲができてからどうという話になるんですけ

れども、依存対策はＩＲができる前にまず既存の問題をならしきれるかどうかという、先

に成果が求められる部分があります。依存対策には色々な実際に動いている方たち、観光

とは全く別立ての精神保健の分野の方たち、いわゆる福祉分野の方たちに協力していただ

けないと動けないということになりますので、時間経過として依存対策を先行させなけれ

ばいけないし、より早く総論と各論を同時につくっていかなければならないということが

あります。依存対策だけが実は数値目標を求められていて、精神保健領域において数値目

標を設定して実行して証明するという、今まで国すらやったことがないことを、今回ＩＲ

ではやらなければいけない。実際にシンガポール並みといった場合は、ＩＲ開業後に、開

業する以前よりも依存問題が減るという、そういう対策がなされているというのが国際的

な水準になるわけです。少なくとも増えてはならない。これは結構大変なことですので、

そこの部分を少し戦略的に考えて、ＩＲというビジョンを考えていくときに、これは実際

にすごく問題が起きていますよね。北海道の中で、どういう社会資源がどういう関連を持

っているとか、やはり人口の問題など、そうした様々な実態について、かなり詳細なデー

タをいただきたい。 

また、ターゲットとして道内、道外とありましたけれども、苫小牧にできた場合、一番

問題が大きいのは札幌で、一方苫小牧には今いない人たちがやってきて、問題が起きるの

は別にギャンブルだけではなくて、アルコール問題、特に 24時間 365日開業すると必ず

飲酒運転が出ます。これについては北海道の危険運転致死の発生率は沖縄県と並んで高

く、こうした点が観光としては確実にマイナスになります。そうしたリスクをどう一個一

個つぶしていくか、どこまでどの組織がどの程度対策を打つ、そのための基礎となるデー



 

21 

 

タは私ではわからないので、可能な限り各部署から集めていただきたいと思います。 

 

■槇局長 

 本日は、事務局の依存症対策の担当である保健福祉部からも出席者がございまして、今

後ギャンブル依存症全般の対策について確実に検討を深め、そして道の状況も検討会の中

でご報告させていただきながら、議論を深めていきたいと考えております。 

 

■小磯座長 

 今ご指摘の点は、北海道がこれから観光政策を進めていく上でより魅力のある地域とし

て発展していくための大切な課題であり、全国に先駆けてしっかりと取り組んでいくこと

が重要でしょう。 

 

■西村氏 

 浦河町には「べてるの家」という、日本の精神医療の世界では知らない人はいないとい

う有名な施設があり、札幌には薬物の回復施設があるのですが、元々開設者はそこの責任

者であったりと、北海道から色々な施設が生まれています。また、女性を対象とした施設

は日本には少ないのですが、札幌には女性の回復施設があり、女性のリカバリーのサポー

トネットを運営されているなど、北海道には日本では有名な方がいらっしゃいます。今回

はそうした方々にもどのような形で関わっていただけるかがとても重要です。特に依存問

題については、自分たちの地域にある優れたコンテンツが地域の中であまり認識されてい

ないので、ギャンブル依存に限らず、今回を機会に、自分たちの社会資源を再発見するこ

とが必要だと思います。 

 

■河本委員 

 北海道では、現状でもホテルや旅館の雇用が非常に難しく、人手不足の状況になってい

まして、そうした状況の中で、（資料２の）９ページ目のところで、全部が全部ホテルや

旅館関係ではないのでしょうが、例えば 9,500人の新規雇用といった大量採用の数字が出

てきています。人材育成ということもあるのかもしれませんが、女性や高齢者の活用、そ

れから優秀な人材に道外から来ていただくとか、そうした雇用創出・確保の面も考えてい

く必要があろうかと思います。 

 

■石井委員 

 （資料２の）９ページに、1,000億から 3,000億円くらいの投資金額というふうに業者

の方からお話があったと思うのですが、業者が 100％丸抱えで支払ってくれるとは限らな

いので、地元に応分の負担を求められる可能性は十分にあるんですね。大手のカジノ業者

の方でも、例えば半分とか、３分の１は地元でお金を用意してねということを言っている
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人たちもいるわけで、だとすると開業時の投資額が 1,000億円として、300億円用意でき

る道内の民間企業がいるのか、ということも論点となります。ＩＲの誘致を現実化させる

には、そこがまさに全国的な競争で北海道が一番弱いところだと思います。 

 

■小磯座長 

 今回の事業者の提案は、事業可能性という点ではどの程度具体的なものだったのです

か。 

 

■槇局長 

 これらの投資の集め方といったところまでは、各企業からまだ具体的な話は聞いており

ませんが、このように事業者の方が関心を持たれて、色々と私どもにプレゼンをしていた

だく機会もあります。その中で「ぜひ北海道の企業と一緒に組んでやりたい」とか、「北

海道とタッグを組みたい」という構想を持たれている事業者の方もいらっしゃいますの

で、私どももこれからもう少し深く対話をしていくことが重要かなと思います。 

 

■稲村氏 

 依存対策に関連して、先ほど余暇の問題について申し上げましたが、依存問題は余暇の

問題と金銭の使い方の問題に深く関連していて、ＩＲが導入されればお金の使い方という

ところが当然になろうかと思います。肝心なのは教育ですね。どうしても行政は縦割りな

ので、「この分野はこの部門だ」という話になってしまいがちですが、対策を打つにはお

そらく 10年くらい時間がかかると思います。その中で教育の部分は今まで日本という国

全体がどうしても高度経済成長期からのお金を貯める、使わない文化があると感じるんで

すね。それが社会が変わってきて、お金を使う文化に変わってきているんだけれども、上

手に使えないというのが一番私が感じているギャンブル依存の問題なんですね。使い方を

知らないのに、お金だけが欲しいという極めて異常な状況があるにもかかわらず、その問

題には誰も触れない、研究もされていないんですね。私はこの機会にどこまで北海道とい

う地域だけでできるのかわかりませんが、健康的なお金の使い方や時間の使い方という観

点での教育を導入しないと、おそらく色々な対策をしても、文化や考え方が変わらない

と、なかなか問題解決にはならないと思っています。ですから、できればそのあたりの分

野の方も道庁の中で関心を持っていただき、健康的なお金と時間の使い方について、何か

できることをしていただければと考えています。 

 

■小磯座長 

 北海道らしい視点で様々な取組を組み込むことが、結果的に北海道としての特性を発揮

すると思います。 

 私の方から少しお話をいたします。先ほど槇局長の説明の中で、今回いただいた資料を
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より精緻な経済効果を算出する取組をされていきたいというお話があったのですが、非常

に大事なことであります。資料にある事業者からの提案というのは、かなりの期待が込め

られていて、本当に北海道という地域がどうなるのかという予測的な部分はなかなか見え

てこない。もう一つは、今後経済効果を分析していく中で、観光消費を見込む部分と、カ

ジノを導入していく部分ではさらに外部不経済の部分を組み込んでいく難しい作業になっ

てくるかと思いますが、一つ大事なポイントは、将来どうなるだろうかという予測だけで

はなく、誘致に向けてどのような提案をし、施策を展開することが北海道という地域の魅

力的な発展に向けてより有効であるかということを見極めていく、シミュレーション作業

であってほしいと思います。というのも、正確な姿を見通すことはやはり難しく、不可能

に近い。ただ、シミュレーションは様々な条件や方法で検証ができるので、こうした姿勢

で臨んでほしいと思います。 

 既に各構成員の方からご意見が出ていますが、例えば今回のこの取組というのは、観光

消費を通じての経済効果による北海道の経済活性化だけではなく、北海道の企業であり、

産業がどれだけ新しい産業を興すチャンスがある、それから先ほど河本先生からご指摘が

あった雇用の問題ですね。知事が仰った季節的な変動などをうまく解決していく仕組みと

して、どのような方法が効果的かなど、そのような点も盛り込んでいくと、より精緻な経

済効果の分析となると思いますので、ぜひそのような姿勢で取り組んでいただきたいと思

います。 

 

■石井氏 

 次回、ＩＲ誘致に手を挙げている自治体の方に、是非考えていることを教えていただき

たいことがあります。 

１つは北海道ならではのギャンブル依存症対策です。西村先生が仰ったように、北海道

は進んでいるということがあって、それが他のエリアではなく北海道だからこそできると

いうことをどこまで盛り込めるのか。 

また、河本先生が仰っていた雇用についてです。通年雇用も大事ですが、今は人材確保

の方が大変なので、接客ロボットなどを導入している「変なホテル」のようにＡＩの技術

を活用するのか、外国人の活用なのかもしれませんが、雇用の確保をどのように考えてい

くのか、これだけの人数を本当に確保できるのか。 

 先ほど申し上げたファンディングの問題も出てきたりします。さらに全道への波及効果

が検討事項の中にありますが、道内産業を取り込むということも仰っていました。具体的

にどのようなことを考えているのか。 

 最後に、ＩＲだけを訪れてすぐに帰るということではなく、できれば北海道津々浦々ま

で観光していただけることが望ましいという意味では、二次交通との関係もどう考えてい

るのか。そのあたりを是非手を挙げている自治体の方々の具体的なご意見を伺えればと思

います。 
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■槇局長 

 それぞれの自治体で構想的なものは既に策定されておりますので、そこを中心にプラス

アルファで今先生方からの問題提起があった部分を含めてできる範囲でプレゼンしていた

だくよう調整させていただきます。 

 

■小磯座長 

 あとは北海道として全体像をどのようにまとめていくのか。独自の考え方を少し出して

いただいた方が良いかと思います。特に周遊性というか、北海道という広域的な地域で３

カ所候補地があり、これに対して北海道がどのような誘致戦略を展開するのか。そうなっ

てくるとそれぞれの地域のこれまでの努力もあるわけで、広域的な形で波及させていくと

いうのは、北海道で議論していく際の大事な視点です。それに対して、それぞれの地域に

おいて展開する事業者さんがどのように考えておられるのか、問題提起として整理してい

ただければと思います。 

 

■矢ケ崎氏 

手を挙げている自治体の方に聞きたいことをまとめることについて賛成ですが、加えてお

聞きいただければと思っていることがあります 

 やはりＭＩＣＥの部分がしっかりしていなければＩＲ構想の魂が入らない部分がありま

すので、「Ｍ」「Ｉ」「Ｃ」「Ｅ」のどの部分がやりたいのか、「Ｃ＆Ｅ」の融合がやりたい

のか、その辺りのだいたいの見極めが１点。 

 それと、ハコだけつくっても国際会議は黙っていてもやってきませんので、誘致につい

て誰がどのくらい頑張るという制度設計になっているのか。誘致については行政の担当で

すとか、地元の業者が頑張りますとか、どのような予定でいらっしゃるのか。というのも

国際会議の誘致は長いもので７年くらいかけて誘致戦略を立てていかなければならないの

で、ソフトの部分を少しはみ出した部分についても聞いていただければと思います。ハコ

だけあっても会議は来ないという部分をどうしていくのかなということについて、お考え

を聞かせていただきたいと思います。 

 

■槇局長 

 先ほども申し上げましたとおり、北海道全体のＭＩＣＥ戦略の中にＩＲをどうやって組

み入れていくかということについて整理をさせていただいて、次回会議でご報告させてい

ただきたいと思います。誘致についてはおそらく北海道、地元の自治体とＩＲ事業者が連

携しながらやっていくのかなと思いますので、まだ具体的なハコもイメージがない中で、

誘致の方策を整理するのは大変かなと思いますが、そうした枠組みについてもできる限り

たたき台として提示させていただければと思っております。 
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■小磯座長 

 この検討会の議論が北海道としての誘致についての判断に繋がる、専門的立場での検

討、取りまとめであり、北海道にはこの会の中で出されたご意見をできる限り受け止めて

いただければと思います。 

 ご意見は出たようですので、この後少し個別にご質問があれば事務局に質疑いただけれ

ばと思います。 

 

■槇局長 

 我々も今日のご意見を踏まえ、もう少しコンセプトを明確な形で次回にお示しさせてい

ただければと思います。その中で、先ほど矢ケ崎先生が仰っていましたようなＭＩＣＥの

考え方ですとか、石井先生が仰っていました様々な問題点についても、各自治体とも相談

しながら次回に向けて整理させていただきたいと思います。 

 

■小磯座長 

 ありがとうございました。それでは意見交換は以上です。事務局にマイクをお戻ししま

す。 

 

６ 閉会 

 

■本間観光振興監 

 それでは、皆様から本日頂戴しましたご意見につきましては、事務局にて整理させてい

ただきたいと思います。今後、基本的な考え方を検討する際に反映させていくという形で

進めていきたいと思っております。 

 次回の日程につきましては、事前に皆様のご予定を確認させていただいたところです

が、来月の 30日の開催と考えてございますので、よろしくお願いいたします。また、テ

ーマにつきましては、先ほど冒頭ご説明させていただいたとおり、優先すべき候補地の絞

り込みを中心にご意見をいただければと考えておりますので、重ねてよろしくお願い申し

上げます。本日はありがとうございました。 


